
別表１ 

１ 階層別保育料金表（２号認定、３号認定） 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 

徴収金基準額（月額） 

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令 

第44号)第４条に規定する保育必要量の認定区分 

階層区分 定     義 

保育標準時間 保育短時間 

３歳未満児の

場合 

３歳以上児の

場合 

３歳未満児の

場合 

３歳以上児の

場合 

第１ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

による支援給付受給世帯 

円 

０ 

円 

０ 

円 

０ 

円 

０ 

第２ 第１階層を除き、当該

年度の４月分から８月

分までの徴収金基準額

の算定にあっては前年

度分の、当該年度の９

月分から翌年３月分ま

での徴収金基準額の算

定にあっては当該年度

分の市町村民税の額の

区分が右欄の区分に該

当する世帯 

市町村民税非課税世帯 ９,０００ ６,０００ ９,０００ ６,０００ 

第３ ４８，６００円未満 １７,６００ １４,９００ １７，３００ １４，６４０ 

第４ ４８，６００円以上 

９７，０００円未満 
２４,０００ ２１,６００ ２３，５９０ ２１,２３０ 

第５ ９７，０００円以上 

１６９，０００円未満 
３１,２００ ２９,１００ ３０，６６０ ２８，６００ 

第６ １６９，０００円以上 

３０１，０００円未満 
４２,７００ ４０,６００ ４１，９７０ ３９，９００ 

第７ 

３０１，０００円以上 ５６,０００ ５３,９００ ５５，０４０ ５２，９８０ 

 

２ 階層別保育料金表（１号認定） 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 
徴収金基準額（月額） 

階層区分 定     義 

第１ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 

円 

０ 

第２ 第１階層を除き、当該年度の４月分から８月分まで

の徴収金基準額の算定にあっては前年度分の、当該

年度の９月分から翌年３月分までの徴収金基準額の

算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分

が右欄の区分に該当する世帯 

市町村民税非課税世帯 

（所得割非課税世帯含む） 
３,０００ 

第３ ７７，１００円以下 １４,５３０ 

第４ ７７，１０１円以上 

２１１，２００円以下 
１６,４００ 

第５ ２１１，２０１円以上 １９,３２０ 

 

 

 

 

 



３ 階層別保育料金表（一時預かり保育事業） 

利用月初日の利用児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（日額） 

（給食、おやつ代含む） 
階層区分 定     義 

第 １ 

生活保護法(昭和 25年法律第 144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律(平成 6年法律第 30号)による支援給付受給

世帯 

円 

０ 

第 ２ 
第１階層を除き、当該年度の４月分から８月分ま

での徴収金基準額の算定にあっては前年度分の、

当該年度の９月分から翌年３月分までの徴収金基

準額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の

額の区分が右欄の区分に該当する世帯 

市町村民税非課税世帯 

（所得割非課税世帯含む） 
１，０００ 

第 ３ 
市町村民税所得割課税世

帯 
２，１００ 

備考 

１ この表の第３階層以上における地方税法（昭和２５年法律第２６６号）第２

９２条第１項第２号の所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７、第３

１４条の８、同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第

５項の規定は適用しないものとする。 

２ 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第２階層以上と認定された世帯であ

っても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階

層の徴収金基準額を無料とする。 

(１) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定する配偶者のいない 

者で現に児童を扶養しているものの世帯 

(２) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯 

  ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 

  イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 

     ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けた者 

     エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の

支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

(３) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に    

困窮していると町長が認めた世帯 

３ １階層別保育料金表（２号認定、３号認定）の第２階層から第７階層まで及

び２階層別保育料金表（１号認定）の第２階層から第５階層並びに３階層別保

育料金表（一時預かり保育事業）の第２階層から第３階層世帯であって、同一

世帯から２人以上の児童が施設利用している場合において、次表の第１欄に掲

げる児童については、第２欄により計算して得た額をその児童の徴収金基準額

とする。 

  ただし、階層別保育料金表（１号認定）に該当する場合は、満３歳から小学

校３年生までの範囲内の子どもが２人以上いる場合、最年長の子どもを第１

子、直後の子どもを第２子以降とする。 

 



第１欄 第２欄 

ア 上記３の児童 

（該当する児童が２人以上の場合は、そのうち最年長のもの１人

とする。） 

徴収金基準額表

に定める額 

イ ア以外の児童 

（該当する児童が２人以上の場合は、そのうち最年長のもの１人

とする。） 

徴収金基準額表

×０.５ 

ウ 上記以外の児童 ０円 

（注） １０円未満の端数は切り捨てる。 

 

別表２ 

利 用 理 由 利用日数 申請期限 

非定型的保育 

保護者の断続的労働、職業訓練、就学等によ

る場合 

週 ３ 日 以

内 

利用希望日の

２週間前 

緊急的保育 

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介

護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない場合 

１月以内 利用希望日 

私的理由保育 

保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的な負

担を解消する場合 

週 ３ 日 以

内 

利用希望日の

１週間前 

 

 

 

 


